
 午後7時45分～9時50分 長野

松本佐久飯田を結ぶ電話会議で

開催、出席役員:鈴木会長,市

川,三田,山崎副会長,大石,後藤,多田,中

島,林, 布山常任理事、議長:市川副会長 

■会務報告・会計報告 

1.2月は入会3名、退会2名のプラス1名で

新点数等での入会があった。2.新点数対

策で事務局を編集作業に派遣、3月に医

科・歯科ともに保団連検討会実施、歯

科は3/22から医科は26日から県内で検討

会を開催中途集約では歯科151名、医科

は600名が参加予定。3.歯内療法研究会

に41名が参加 4.3/8保団連国会行動

（市川副会長）を追加 

■第33回定期総会の準備 

1.役員改選について…①会員からの立候

補及び推薦はなかったこと、2名の副会

長及び4名の理事から辞任の申し出が

あったこと、他の理事については引き

続き継続をお願いすることが報告され

た。②鈴木会長の再任を求める発言が

多く、奥山、中島、花岡各常任理事を

副会長に推薦の意見があったが会長及

び副会長については現執行部推薦をま

とめず総会にゆだねる。 

2.総会任務分担…定期総会当日の運営分

担を決定。 

3.決議案…決議（案）について、TPP関

連で米国の圧力について補足し、総会

に提案する。 

■医療運動課題 

1.医療情勢…①事務局長より一体改革大

綱の閣議決定、消費税法案の民主党内

の議論、橋下大阪市長の政策、診療報

酬改定内容の特徴、健康保険法改正研

究会の創立などについて報告がされ

た。②健康保険法改正研究会へは協会

として参加する方向で準備する。ま

た、指導対策としては来年度カルテ記

載の勉強会の開催を企画するといった

意見が出された。 

2.消費税緊急ファックス署名…消費税増

税法案の閣議決定、法案提出に

反対する地元国会議員への緊急

要請を実施する、 

3.国保連合会への審査にかかる要請結果 

及び協会の要望事項など…国保連合会

から「できる限りご要望に沿うように

努力する」といった趣旨の文書回答が

されたことの報告あり。 

 今後は支払い基金へも同様の要請を

行うこと、事務レベルも含めた個別項

目での懇談を追及する。都道府県の審

査格差の調査や要望、コンピュータ審

査とレセプト病名の矛盾点なども質

問・要望を検討する。 

■パートタイマーの採用について 

 パートタイム従業員の就業規則を決

定。パートタイム従業員の採否の決

定…市川総務委員長と事務局長で面接

を行い絞れた3名の候補が理事会に推薦

され、提案通りの優先順位で就業の意

向を確認ができた方を採用する。な

お、採用は3/22からとし、今回は4/1で

更新を行う。 

 県保険医協会の税務・経営

電話相談は、顧問税理士の土

屋信行氏により、実施し

ています。時間と受付電

話は、次の通りです。 

◆平日の受付時間 

 10：00～12：00    

 13：00～16：00 

◆受付電話 ０２６９- 

３３-３２６５（しらか
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活 動 日 誌 

ば会計事務所） 

 当日、土屋税理士（写真）が不在の

場合には、会

員である旨と

連絡先を伝言

して下さい。

税理士の方か

ら連絡をとら

せていただき

ます。 

 

 

お申込みお問い合わせは代理店の 

長野県保険医協同組合026-223-0345に 

長野県保険医協会の会員数 4月1日
現在1,341人（医科737、歯科604） 

 昨年11月1日より下記の時間に変更

になっています。 

○ 月～金 8:45～18:15 

（12:00～14:00は、昼食時間交代
制により応対可能です） 

  下記で場所記載なしは長野市で開催又は実

施のもの.また4地区電話会議は長野佐久松本

飯田を結んでのもの.［ ］内は担当役員・事

務局で一部に略あり. 

<前号でのもれ>3/21*消費税増税法案にかかわ

る県議要請[宮沢事務局長] 

<前号の続き> 

3/25＊第33回定期総会(1～4面参照) 

3/26＊医科新点数検討会が飯田で[講師:テキ

スト編集従事の井出,増田事務局員,参加136

名] *歯科新点数検討会が佐久[講師:大石常

任理事,参加21名]と飯田[講師:鈴木会長,参加

14名]で 

3/27＊医科新点数検討会が松本で[講師:丸山

理事,26日同様２事務局員,参加230名] *総会

決議の内閣総理大臣,関係大臣,県選出国会議

員県議送等へ郵送 

3/28＊医科新点数検討会が長野で[講師:中島

常任理事,同上の２事務局員,参加120名]  

3/29＊医科新点数検討会が上田で[講師:同上2

事務局員,参加150名] *福祉医療給付制度の改

善を進める会,県庁で県知事要請と懇談[宮沢

事務局長] 

4/5＊北信越ﾌ゙ ﾛｯｸ事務局長電話会議[宮沢事務

局長]  

4/6＊県社会保障推協議会（以下「県社保

協」と略）事務局会議[宮沢事務局長] *福祉

医療給付制度の改善を進める会[同上] 

4/8＊保団連若手医師歯科医師の集い実行委

員会が東京で[小塚常任理事] 

4/10＊歯科部会４地区電話会議で新点数の評

価と今後の対応などで討議[鈴木会長,市川副

会長,池上,大石,河野,小塚,下條,林,布山常任

理事,久根下部員] 

4/11-14＊保団連医科新点数Ｑ＆Ａ編集作業が

東京で[井出,増田事務局員] 

4/13＊県社保協常任幹事会[宮沢事務局長] 

4/14＊保団連歯科理事会議が東京で[市川保

団連理事] 

4/15＊保団連理事会が東京で[同上,中島保団

連理事,宮沢事務局長] *保団連医科新点数Ｑ

＆Ａ編集会議が東京で[井出,増田事務局員] 

4/16＊常任理事会（次号理事会便り参照) 

4/18＊保険で良い歯科医療を長野連絡会事務

局会議が松本長野電話会議で[鈴木会長ほか] 

4/19＊保団連中央行動・マスコミ懇談会[市

川保団連理事,宮沢事務局長] 

4/22＊保団連医科新点数Ｑ＆Ａ検討会が東京

と各地を結び[長野;中島常任理事,井出事務

局員,松本;丸山常任理事,増田事務局員] 

 去る2012年３月25日の長野県保

険医協会総会記念講演で、本著

者関岡英之氏が講師として招か

れ講演されたことは記憶に新しいとこ

ろです。その記念講演の主旨が詳しく

本書に掲載されています。 

 ４月２日のNHK「ニュースウォッチ

９」をご覧になった方もいらっしゃる

と思いますが、アメリカ合衆国は日本

がTPPに加わることを期待しており、

なお且つ「TPPに例外品目はない」と

はっきり交渉のテーブルに着くための

原則論を貫いています。つまり、米も

医療も、郵政が民営化されれば、郵貯

も簡保も、すべてがその対象となると

言っているのです。そして、なかなか

交渉のテーブルに着かず日本が先送り

する状況に「自分の事が決められない

国」としてアメリカ政府が苛立ってい

るとも解説していました。 

 本書では、第１章：なぜいま「平成

の開国」なのか？、第２章：最も危険

な「投資」と

「労働」、第

３章：第一の

ターゲット農

業と食糧、第

４章：第二の

ターゲット医療と薬品、第5章：米国の

戦略を学ぶべき日本、というテーマで

熱く語られています。 

  TPPはもはや当初言われていたように

「医療と米は適用除外」というような

ことはなく、消費税増税論議に隠れ

て、農業、医療、投資、労働、など広

く24の分野で検討されているのです。

そして鳩山内閣が破棄したアメリカの

「年次改革要望書」にすり替えて、新

たにアメリカ政府が日本に対するアメ

リカのための要求条項として、アメリ

カが自国の「産業と雇用」を守るため

に日本へTPPを突き付けようとしてい

るのです。 

 これを国民が選択するための手段は

「総選挙」しかありません。選挙そし

て国会に無関心でいると、政府（首相

官邸・国）は日本にとってとんでもな

い方針を国是として行ってゆくことが

あります。グローバルな視点というも

のを否定はしませんが、本書を一読す

ると、このTPPの問題は国益に反する

内容が多々あり、とても容認できる内

容ではない事がお分かり頂けると思い

ます。日本がTPPに入ることは日本の

経済産業をアメリカの植民地化する事

と同じでしょう。 

 関岡氏の前著「拒否できない日本」

とともに、本書をご一読いただき、こ

れからの日本をどのようにするのか、

その選択肢をご自分の手にしていただ

きたいと思います。 

（市川 誠) 

  

 

関岡英之著 

ＰＨＰ新書  
開業医共済の募集時期は？ 

Ｑ 病気やけがでの休業に備える開業医

共済の募集時期は？ 

Ａ 長野県など７県の保険医協会・保険

医会の会員を対象に始

まった開業医共済は今

年８月に３年目に入り

ます。エリアも９県に広がります。本

年度第１回の８月１日加入分は、現在

募集中で５月末締め切り。第２回は９

月末締め切りで12月１日加入、第３回

は来年２月末締め切りで来年４月１日

加入です。 

勤務医も加入できるか？ 

Ｑ 開業医共済に勤

務医は入れないの

か？ 

 Ａ 勤務医は２千円の協賛金で加入で

きます。但し、加入口数は最大３口と

限られます。 


